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築
基
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法
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よ
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道
路
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定
の
取
消
し
…
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都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
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○
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京
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害
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課
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告

示
（
選
）

○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分

の
一
の
数
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の

八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総

数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を

超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
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…
…
…
…
…
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法
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…
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…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
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届
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（
二

件
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…（
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
指
定
を
次

の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
八
月
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
二
項
の
規
定

に
よ
る
道
路

令
和
四
年
六

月
二
十
八
日

東
村
山
市
諏
訪

町
二
丁
目
三
番

一
の
一
部
、
同

番
一
地
先
並
び

に
四
番
一
、
同

番
六
及
び
同
番

四
十
九
の
各
一

部

延
長二

四
・
〇
四

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
七
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
羽
田
空
港
ア
ク
セ
ス
線
（
仮
称
）
整
備
事
業
に
つ
い
て
、

環
境
影
響
評
価
書
及
び
そ
の
概
要
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
条
例
第

五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
八
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

深
澤

祐
二

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

羽
田
空
港
ア
ク
セ
ス
線
（
仮
称
）
整
備
事
業

鉄
道
の
建
設
、
鉄
道
の
改
良

三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
東
海
道
線
田
町
駅
付
近
か
ら
、
大
井
ふ
頭
に
あ

る
東
京
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
経
て
、
羽
田
空
港
内
の
新
駅
に
至
る

延
長
約
十
二
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
路
線
を
整
備
す
る
計
画
で
あ

る
。

四

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
の
概
要

事
業
者
は
、
騒
音
・
振
動
、
土
壌
汚
染
、
地
盤
、
水
循
環
、
景

観
、
史
跡
・
文
化
財
及
び
廃
棄
物
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ
の

結
論
は
別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

五

評
価
書
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
四
年
八
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
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㈢

場
所

ア

港
区
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
支
援
部
環
境
課

港
区
芝
公
園
一
丁
目
五
番
二
十
五
号

イ

品
川
区
都
市
環
境
部
環
境
課

品
川
区
広
町
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

ウ

大
田
区
環
境
清
掃
部
環
境
計
画
課

大
田
区
蒲
田
五
丁
目
十
三
番
十
四
号

八
階
二
十
二
番
窓

口
エ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

オ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

法
第
五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害

者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
八
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
四
年
八
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
二
九
、
九
四
六

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
八
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
三
七
、
一
五
七

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
八
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

１８,１５７

中
央
区
選
挙
区

４６,３９９

港
区
選
挙
区

６８,１２１

新
宿
区
選
挙
区

９１,８７５

文
京
区
選
挙
区

６１,７４９

台
東
区
選
挙
区

５６,９６８

墨
田
区
選
挙
区

７７,７５５

江
東
区
選
挙
区

１３７,５１５

品
川
区
選
挙
区

１１３,０２１

目
黒
区
選
挙
区

７８,３５６

大
田
区
選
挙
区

１６９,４９０

世
田
谷
区
選
挙
区

１９５,４３４

渋
谷
区
選
挙
区

６４,３４８

中
野
区
選
挙
区

９４,５８５

杉
並
区
選
挙
区

１４７,８４９

豊
島
区
選
挙
区

７７,２５４

北
区
選
挙
区

９６,６２４

荒
川
区
選
挙
区

５７,２０６

板
橋
区
選
挙
区

１４５,６５２
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馬
区
選
挙
区

１６９,９８４

足
立
区
選
挙
区

１６１,６６７

葛
飾
区
選
挙
区

１２７,３２９

江
戸
川
区
選
挙
区

１５９,８０６

八
王
子
市
選
挙
区

１４５,７１０

立
川
市
選
挙
区

５１,７４３

武
蔵
野
市
選
挙
区

４１,６７７

三
鷹
市
選
挙
区

５３,０８６

青
梅
市
選
挙
区

３７,５２７

府
中
市
選
挙
区

７２,１６６

昭
島
市
選
挙
区

３１,６７１

町
田
市
選
挙
区

１２０,６０８

小
金
井
市
選
挙
区

３４,７２３

小
平
市
選
挙
区

５３,７８６

日
野
市
選
挙
区

５２,３０２

西
東
京
市
選
挙
区

５７,１９６

西
多
摩
選
挙
区

６８,８４０

南
多
摩
選
挙
区

６７,１８７

北
多
摩
第
一
選
挙
区

８５,９８４

北
多
摩
第
二
選
挙
区

５７,１１２

北
多
摩
第
三
選
挙
区

９０,１１１

北
多
摩
第
四
選
挙
区

５３,８１６

島
部
選
挙
区

６,９４０

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
新
設
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
新
設
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
八
月
八
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労
働

局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
八
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
ラ
イ
フ
梅
島
店

二

店
舗
所
在
地

足
立
区
梅
島
一
丁
目
十
三
番
五
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

四

設
置
者
住
所

中
央
区
日
本
橋
本
町
三
丁
目
六
番
二
号

五

小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

六

新
設
を
す
る
日

令
和
五
年
三
月
九
日

七

店
舗
面
積
の
合
計

千
八
百
平
方
メ
ー
ト
ル

八

駐
車
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

十
二
台

九

駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

九
十
一
台

十

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

店
舗
内

八
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル

十
一

廃
棄
物
等
の
保
管

施
設
の
位
置
及
び

容
量

店
舗
内

十
・
二
八
立
方
メ
ー
ト
ル

十
二

小
売
業
を
行
う
者

の
開
店
時
刻

午
前
八
時

十
三

小
売
業
を
行
う
者

の
閉
店
時
刻

翌
午
前
一
時

十
四

来
客
が
駐
車
場
を

利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
一
時
三

十
分
ま
で

十
五

駐
車
場
の
自
動
車

の
出
入
口
の
数
及

び
位
置

一
箇
所

店
舗
北
東
側

十
六

荷
さ
ば
き
施
設
に

お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で

き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で

十
七

届
出
日

令
和
四
年
七
月
八
日

十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

令
和
四
年
八
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月

八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日

に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
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な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
八
月
八
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労
働

局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
八
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

吉
田
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

足
立
区
鹿
浜
七
丁
目
二
番
一
号

三

設
置
者
名

吉
田

敬
三

四

設
置
者
住
所

足
立
区
鹿
浜
七
丁
目
十
七
番
一－
七
〇

一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
住

所

足
立
区
鹿
浜
七
丁
目
二
番
一
号

六

変
更
後
の
設
置
者
住

所

足
立
区
鹿
浜
七
丁
目
十
七
番
一－

七
〇

一
号

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
コ
モ
デ
ィ
イ
イ
ダ
ほ
か
二
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
コ
モ
デ
ィ
イ
イ
ダ

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
コ
モ
デ
ィ
イ
イ
ダ

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

岩
崎

吉
春

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

飯
田

武
男

十
二

変
更
日

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
七
月
八
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
八
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月

八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日

に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
八
月
八
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労
働

局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
八
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ア
ト
レ
品
川

二

店
舗
所
在
地

港
区
港
南
二
丁
目
十
八
番
一
号

三

設
置
者
名

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

五

変
更
前
の
駐
輪
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

敷
地
内
西
側

八
十
台

六

変
更
後
の
駐
輪
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

敷
地
内
西
側
ほ
か

八
十
台

七

変
更
日

令
和
五
年
四
月
一
日

八

届
出
日

令
和
四
年
七
月
二
十
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
四
年
八
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月

八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日

に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

吉
田
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

足
立
区
鹿
浜
七
丁
目
二
番
一
号

三

設
置
者
名

吉
田

敬
三

四

設
置
者
住
所

足
立
区
鹿
浜
七
丁
目
十
七
番
一－

七
〇

一
号

五

変
更
前
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
南
東
側
ほ
か

四
十
二
台

六

変
更
後
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
東
側

四
十
二
台

七

変
更
前
の
駐
輪
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
南
側

百
四
十
三
台

八

変
更
後
の
駐
輪
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
南
側
ほ
か

九
十
四
台

九

変
更
前
の
荷
さ
ば
き

施
設
の
位
置
及
び
面

店
舗
内
ほ
か

百
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル
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積

十

変
更
後
の
荷
さ
ば
き

施
設
の
位
置
及
び
面

積

店
舗
北
西
側

七
十
平
方
メ
ー
ト
ル

十
一

変
更
前
の
廃
棄
物

等
の
保
管
施
設
の

位
置
及
び
容
量

店
舗
内

二
十
七
・
九
六
立
方
メ
ー
ト

ル

十
二

変
更
後
の
廃
棄
物

等
の
保
管
施
設
の

位
置
及
び
容
量

店
舗
内

十
六
・
六
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

十
三

変
更
前
の
閉
店
時

刻

午
後
十
時
四
十
五
分
ほ
か

十
四

変
更
後
の
閉
店
時

刻

午
後
十
時

十
五

変
更
前
の
来
客
が

駐
車
場
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る

時
間
帯

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
一
時

ま
で

十
六

変
更
後
の
来
客
が

駐
車
場
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る

時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十

分
ま
で

十
七

変
更
前
の
駐
車
場

の
自
動
車
の
出
入

口
の
数
及
び
位
置

四
箇
所

店
舗
南
東
側
ほ
か

十
八

変
更
後
の
駐
車
場

の
自
動
車
の
出
入

口
の
数
及
び
位
置

二
箇
所

店
舗
東
側

十
九

変
更
前
の
荷
さ
ば

き
施
設
に
お
い
て

荷
さ
ば
き
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
時

間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

二
十

変
更
後
の
荷
さ
ば

き
施
設
に
お
い
て

荷
さ
ば
き
を
行
う

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

こ
と
が
で
き
る
時

間
帯

二
十
一

変
更
日

令
和
五
年
九
月
一
日

二
十
二

届
出
日

令
和
四
年
七
月
八
日

二
十
三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

二
十
四

縦
覧
期
間

令
和
四
年
八
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月

八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日

に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

二
十
五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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